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令和３年 第１３回 当別町教育委員会定例会議事録 

 

日  時  令和３年１２月１５日（水） 午後２時００分 

場  所  役場１階大会議室 

出 席 者  本庄教育長、武岡教育長職務代理者、寺田委員、小林委員、佐々木委員 

出席職員  大畑教育部長、髙田学校教育課長、石川社会教育課長、山下子ども未来課長、

玉木学校教育課主幹 

傍 聴 者  なし 

【開会の宣言】 

教育長 

 

ただ今、委員全員出席しておりますので、これより令和３年第１３回当

別町教育委員会定例会を開催致します。 

【議事日程】 

教育長 

 

日程につきましては、各委員に配付しています日程表により議事に入り

ます。 

【日程第１】 

教育長 

 

日程第１、報告第１号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

教育部長 

（提案の説明） 

只今、議題となりました、報告第１号 令和３年度１２月補正予算につ

きまして、提案の説明を申し上げます。 

議案書につきましては、１頁をご高覧ください。 

令和３年第１２回当別町教育委員会定例会におきまして、協議案第２号 

として提案、委員各位の了解をいただきました補正予算であります。 

内容につきましては、西当別小学校の修学旅行キャンセル料、認定こど

も園の給付費、とうべつ学園引っ越しのための運搬料、旧公民館裏の車庫

の解体、総合体育館のボイラー修繕の増額などで、それぞれ歳入・歳出の

補正を行ったものであります。 

本補正予算につきましては、令和３年第４回当別町議会定例会におい

て、１２月１４日に原案のとおり可決されましたので、委員会にこれを報

告し、ご承認をいただこうとするものであります。 

よろしく、ご審議をいただきまして、ご承認をお願いいたします。 

教育長 

 

 ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 なければ、質疑を打ち切り、報告第１号は原案のとおり承認してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 
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 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第１号は原案の

とおり承認致しました。 

【日程第２】 

教育長 

 

日程第２、報告第２号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

 教育部長 

（提案の説明） 

只今、議題となりました、報告第２号 当別町特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案の説明を

申し上げます。 

議案書につきましては、２頁をご高覧ください。 

本件につきましては、令和３年第１２回当別町教育委員会定例会におき

まして、協議案第１号として提案し、委員各位の了解をいただきました条

例制定であります。 

内容につきましては、認定こども園で作成する書面、保護者とかわす書

面の作成、保存を電磁的方法で行えるようにするものです。 

令和３年第４回当別町議会定例会において、１２月１４日に原案のとお

り可決されましたので、委員会にこれを報告し、ご承認をいただこうとす

るものであります。 

よろしく、ご審議をいただきまして、ご承認をお願いいたします。 

教育長 

 

 ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 なければ、質疑を打ち切り、報告第２号は原案のとおり承認してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第２号は原案の

とおり承認致しました。 

【日程第３】 

教育長 

 

日程第３、報告第３号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

 教育部長 

 

 

（提案の説明） 

只今、議題となりました、報告第３号 とうべつ学園備品購入（校用）

契約について、提案の説明を申し上げます。 

議案書につきましては、３頁をご高覧ください。 
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 学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

本件につきましては、「とうべつ学園」で使用する校用備品を新たに購

入するにあたり、予定価格が７００万円以上の財産の取得については議会

の承認を得ることになっており、令和３年１１月２６日に一般競争入札に

付したところ、有限会社松岡商事が、４千５３５万２千８７９円で落札し

ました。 

同社と購入契約を締結するため、「議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例」第３条の規定により、令和３年第４回当別

町議会定例会において、１２月１４日に原案のとおり議決しましたので、

委員会に、これを報告し、ご承認をいただこうとするものであります。 

よろしく、ご審議をいただきまして、ご承認をお願いいたします。 

なお、校用備品の詳細については、学校教育課長より説明いたします。 

 

ご説明申し上げます。 

今回購入する校用備品は、合計で６９品目、２千３９３点となっており

ます。購入にあたっては、教育委員会と学校で協議し、現校舎から持ち込

む備品と新たに購入する備品を選定しました。 

購入する備品の中から、主なものをピックアップしますと、児童生徒用

の机・椅子については、新たに購入いたします。また、校務センターに配

置する教職員用の机・椅子、校長室の机・椅子と応接セットも、新たに購

入いたします。屋内運動場に、３００インチの大型電動スクリーン、校章

付きの演台や折りたたみ式椅子を新たに購入します。物品庫に配置する棚

やキャビネットについても、一部を新たに購入します。 

これらの備品については、新しい校舎の引き渡し後、校舎に直接搬入・

設置されます。 

説明については、以上でございます。 

教育長 

 

武岡委員 

 

学校教育課長 

 

佐々木委員 

 

学校教育課長 

 

 

 

小林委員 

 ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 

 校用備品の購入にあたって、入札に参加した業者数を教えてください。 

 

 入札には、５社が参加しました。 

 

 児童生徒用の机と椅子の金額はいくらでしょうか。 

 

 机は１個８千５００円、椅子は１個７千５００円です。１人１台端末の

導入などにより、従来より大きい机が必要となったため、買い替えること

としました。 

 

 入札にあたり、予定価格はどのように設定しましたか。 
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教育部長 

 

小林委員 

 

 

 

教育長 

 

事前に業者から徴取した参考見積もりをもとに、予定価格を設定しました。 

 

 今回は決定事項の追認という形になりましたが、可能であれば、備品の

内容について口頭説明ではなく、備品一覧を資料としていただければあり

がたかったです。 

 

 他になければ、質疑を打ち切り、報告第３号は原案のとおり承認してご

異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第３号は原案の

とおり承認致しました。 

【日程第４】 

教育長 

 

日程第４、報告第４号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

 教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学校教育課長 

 

 

 

 

（提案の説明） 

只今、議題となりました報告第４号とうべつ学園備品購入（教材）契約

について提案の説明を申し上げます。 

議案書につきましては、４頁をご高覧ください。 

本件につきましては、「とうべつ学園」で使用する教材備品を新たに購

入するにあたり、予定価格が７００万円以上の財産の取得については議会

の承認を得ることになっており、令和３年１１月２６日に一般競争入札に

付したところ、有限会社松岡商事が、１千９９２万２千５１８円で落札し

ました。 

同社と購入契約を締結するため、「議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例」第３条の規定により、令和３年第４回当別

町議会定例会において、１２月１４日に原案のとおり議決しましたので、

委員会に、これを報告し、ご承認をいただこうとするものであります。 

よろしく、ご審議をいただきまして、ご承認をお願いいたします。 

なお、教材備品の詳細については、学校教育課長より説明いたします。 

 

ご説明申し上げます。 

今回購入する教材備品は、合計で１９品目、１９４点となっております。 

購入する備品の中から、主なものをピックアップしますと、全教室に設

置するタッチディスプレイや無線アクセスポイント、武道場に配置する柔

道用の畳などとなります。 
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 説明については、以上でございます。 

教育長 

 

 ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 なければ、質疑を打ち切り、報告第４号は原案のとおり承認してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、報告第４号は原案の

とおり承認致しました。 

【日程第５】 

教育長 

 

日程第５、議案第１号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

 教育部長 

（提案の説明） 

只今、議題となりました、議案第１号 当別町学校給食センター運営委

員会委員の委嘱につきまして、提案の説明を申し上げます。 

議案書につきましては５頁から６頁まで、別冊につきましては１頁 を

ご高覧下さい。 

当別町学校給食センター運営委員会委員は、令和３年１２月２１日をも

って任期満了となりますので、当別町学校給食センター条例第９条の規定

に基づき、委員１０名を委嘱するため、委員会の議決を得ようとするもの

であります。 

よろしく、ご審議をいただきますよう、お願いいたします。 

教育長 

 

 ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 なければ、質疑を打ち切り、議案第１号は原案のとおり決定してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、議案第１号は原案の

とおり決定致しました。 

【日程第６】 

教育長 

 

日程第６、議案第２号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

  

 教育部長 

（提案の説明） 

只今、議題となりました議案第２号当別町文化財調査審議会委員の委嘱 

につきまして、提案の説明を申し上げます。 
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議案書につきましては、７頁から８頁まで、別冊につきましては、２頁

をご高覧下さい。 

当別町文化財調査審議会委員は、令和３年１２月１９日をもって任期満

了となりますので、当別町文化財調査審議会条例第３条の規定に基づき、 

委員５名を委嘱するため、委員会の議決を得ようとするものであります。 

よろしく、ご審議をいただきますよう、お願いいたします。 

教育長 

 

 ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 なければ、質疑を打ち切り、議案第２号は原案のとおり決定してご異議

ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、議案第２号は原案の

とおり決定致しました。 

【日程第７】 

教育長 

 

日程第７、議案第３号を上程致します。 

提案の説明を求めます。 

教育部長。 

 

 教育部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学校教育課長 

（提案の説明） 

只今、議題となりました議案第３号令和３年度全国体力・運動能力、運

動習慣等調査「北海道版結果報告書」への当別町の結果掲載につきまして、

提案の説明を申し上げます。 

議案書につきましては、９頁から１０頁までをご高覧ください。 

令和３年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査に関する実施要領に基

づき、「北海道版結果報告書」へ当別町の結果資料を掲載することに同意

するため、委員会の議決を得ようとするものであります。 

よろしく、ご審議をいただきますよう、お願いいたします。 

なお、詳細につきまして、学校教育課長から説明いたします。 

 

ご説明申し上げます。 

議案書につきましては、９頁から１０頁、また、「議案第３号関係資料」

と書かれた別冊資料をご高覧下さい。 

こちらには、結果公表に関する北海道教育委員会の考えが掲載されてお

ります。 

まず、別冊資料１頁の上段「北海道教育委員会の説明責任」についてで

すが、広域的な行政施策の実施に関する成果等を道民に分かりやすく説明

する責任があることから、管内別の結果を公表してきております。 

平成２６年度に都道府県の教育委員会は、同意の得られた市町村又は 
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学校名を明らかにした公表ができるとされ、これまで、同意が得られた市

町村の調査結果、分析結果、改善方法を報告書に掲載、公表してきており

ます。 

令和３年度の当別町におきましても、これまでと同様の考えで市町村別

の結果を報告書に掲載する考えでおります。次に、下段の「市町村教育委

員会の説明責任」ですが、小・中学校の設置管理者としての責任と権限を

有していることから、自らの施策の現状と成果の一つとして、全国体力・

運動能力、運動習慣等調査の結果を様々な角度から一定の数値により、分

かりやすく公表するとともに、施策の改善につなげていくことが大切であ

るとされています。 

次に、２頁をご高覧願います。 

「北海道教育委員会による公表の具体」についてでありますが、北海道

教育委員会による市町村名を表記した公表の内容につきましては、各種目

の成果と課題が明確になるように、各種目のＴ得点を示すレーダーチャー

トを基本に、分析結果や体力向上策を併せて示すこととし、市町村に公表

の同意を求めることとなっております。 

これまでの様式では、小学校１ページ、中学校１ページ、計２ページで

各市町村の結果を公表しておりましたが、今年度からは、小学校・中学校

の比較や連携の取り組みが見えるよう、小・中学校を併せて１ページにま

とめた様式に変更されました。 

今年度の掲載例については、３頁に掲載しております。 

また、比較として、２０１９年度の当別町の結果を４頁から５頁に掲載

しております。 

中段の【体力合計点の全国との差（Ｔ得点）の推移】【体力合計点総合

評価の児童生徒の割合】【児童生徒質問紙】【学校質問紙】【分析】に掲

載する当別町の具体的な内容につきましては、調査結果に基づきまして、

顕著なものを掲載する予定でおります。 

こちらについては、あくまで掲載例であり、別な項目が掲載される場合

もございますので、ご承知おきください。 

下段の【体力向上策】の項目につきましては、町で取り組んでいる児童

生徒の体力向上に向けた取組を記載することとなっております。 

なお、掲載する当別町の具体的な内容につきましては、改めてお知らせ

いたします。 

説明については、以上でございます。 

教育長 

 

武岡委員 

 

 ただ今、提案説明がありましたが、何か、ご質問等はございますか。 

 

 今回の議案は、北海道版結果報告書への結果掲載するか否かを決めるも

のでしょうか。 
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学校教育課長 

 

教育長 

 

 そのとおりです。 

 

 他になければ、質疑を打ち切り、議案第３号は原案のとおり決定してご

異議ございませんか。 

 （「異議なし」の声） 

 異議なしと認め、委員全員の賛成を得ましたので、議案第３号は原案の

とおり決定致しました。 

【閉会の宣言】 

教育長 

 

以上で、本日の日程は、全て終了致しました。 

令和３年第１３回当別町教育委員会定例会を閉会致します。 

教育長 引き続き、事務局から報告・連絡等をお願いします。 

◆学校教育課長より説明 

 ○当別小学校の児童間トラブルについて 

  ○令和３年第４回当別町議会定例会一般質問について 

 ◆社会教育課長より説明 

  ○令和３年度放課後学習会等開催状況について 

◆子ども未来課長より説明 

  ○当別町子どもプレイハウス運営委託業務について 

教育長 次回の定例会の日程でありますが、令和４年１月１９日（水）午後２時００分

から役場第二庁舎での開催を予定していますので、よろしくお願いしま

す。 

以上で、全てを終了させていただきます。お疲れ様でした。 

閉会 午後２時３０分 

 

 上記会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

          当別町教育委員会  教   育   長 

 

                    教育長職務代理者 

 


